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地方機関における知的障害者の職場体験実習実施要領 

 

１ 目的 

  総務省（人事・恩給局）及び各省庁は、国の地方機関における障害者雇用を推進す

る観点から、平成 22 年 11 月～12 月の間に開催を予定している障害者雇用の推進に関

する地方別実務研究会での検討及び地方機関におけるチャレンジ雇用等の障害者雇用

の推進・拡大に資することを目的として、地方機関における知的障害者の職場体験実

習（以下「実習」という。）を実施することとする。本要領は、実習を実施する上で必

要となる事項について定めるものとする。 

   

２ 実習の実施 

  平成 22 年９月～11 月上旬の間において、全国を８ブロックに分け、ブロックごとに

１機関（計８機関）で各３週間程度の実習を実施する。 

 

３ 実習実施機関の選定 

  総務省においてブロックごとに実習実施省庁を選定し、当該省庁において実習実施

機関を選定する。 

 

４ 実習実施機関及び実習実施場所 

実習実施省庁及び実施機関は、次の表のとおりとする。また、実習の実施場所となる

受入れ部署は、実習実施機関において選定の上、決定する。 

 

地方ブロック 実習実施省庁 実習実施機関 所在地 

北海道 国土交通省 北海道開発局 北海道札幌市 

東北 法務省 仙台法務局 宮城県仙台市 

関東 農林水産省 関東農政局 埼玉県さいたま市 

中部 警察庁 中部管区警察局 愛知県名古屋市 

近畿 総務省 近畿管区行政評価局 大阪府大阪市 

中国 環境省 中国四国地方環境事務所 岡山県岡山市 

四国 経済産業省 四国経済産業局 香川県高松市 

九州・沖縄 厚生労働省 九州厚生局 福岡県福岡市 

 

５ 実習の対象者 

実習の対象者（以下「実習生」という。）は、知的障害者（療育手帳（地域により名

称が異なる。）の交付を受けている者又は知的障害と公共機関で判定されている者）１

名とする。 

 

６ 実習生の募集及び決定 

（１）実習生の募集 

実習実施機関は、「知的障害者の職場体験実習実習生募集要項」に基づき、実習生

を募集する。 

総務省は、実習の実施に当たり報道発表を行うとともに、各ブロックの実習生の
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募集について情報を提供する。また、実習実施機関が属する地域の厚生労働省都道

府県労働局（以下「労働局」という。）は、地域の就労支援機関に対して情報提供等

の協力を行うものとする。 

（２）実習生の決定 

実習実施機関は、応募締切までに応募のあった知的障害者の中から、提出書類、

面談等に基づき、実習の適否について確認し、実習生を決定する。 

労働局は、実習生の選定に際し、実習実施機関に対して助言等の協力を行うもの

とする。 

 

７ 実習期間等【別添１参照】 

（１）実習期間は、原則として３週間とし、実習実施機関と就労支援機関が協議の上、

決定する。なお、実習期間のうち、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和 23 年法律第 178 号）に規定する休日については、実習を行わないこととする。 

（２）実習時間は、原則として週 20 時間から 38 時間 45 分の範囲内とし、実習生の障害

の程度や特性、受入れ部署の業務に応じ、実習実施機関と就労支援機関が協議の上、

決定する。実習実施機関は、実習実施状況等に応じ、実習時間を段階的に増やすな

どして、実習効果の向上に努めることとする。 

なお、就労支援機関は、実習・支援時間管理簿を作成し、当該管理簿の内容につ

いて実習実施機関の確認を得ることとする。 

実習実施機関は、実習終了後、就労支援機関から提出のあった当該管理簿を総務

省に提出することとする。 

 

８ サポート体制の明示 

  就労支援機関は、事前に実習開始前及び実習期間中のサポート体制を実習実施機関

に明示することとする。 

 

９ 業務の選定 

  実習開始前に、実習生、実習実施機関及び就労支援機関において協議の上、実習期

間中に実施する業務を選定する。 

  なお、業務内容は実習実施状況等に応じ、適宜見直しを行うものとする。 

 

10 確認書の締結等【別添２－１ないし２－３参照】 

実習開始前に、実習実施機関と就労支援機関との間において、実習時間、事故への

対応、秘密の保持等の遵守事項等についての確認書を締結するものとする。また、実

習実施機関は、当該確認書の締結に先立ち、実習生に対し、当該確認書に定める実習

生に係る事項について説明し（就労支援機関から説明を行うことを妨げない。）、実習

生の承諾等を得るものとする。 

なお、確認書の締結後、実習実施機関は、当該確認書の写しを総務省に提出するこ

ととする。 

 

11 実習実施機関の職員に対する説明会の実施 

  就労支援機関は、実習実施機関の要請に応じ、実習開始前に、実習実施機関の職員
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に対し、実習生の知的障害の程度、特性等について、説明会を実施する。 

 

12 実習実施状況等の報告 

  就労支援機関は、実習実施期間中に問題等が生じた際には、実習実施機関に速やか

に連絡をするものとする。また、実習実施機関は、実習の実施状況等について、総務

省及び実習実施省庁に適宜報告するものとする。 

 

13 アンケートの実施 

総務省は、実習開始前及び終了後、実習効果の検証、地方別実務研究会での検討及

び公務部門における障害者雇用の推進に資するため、実習実施機関の職員に対しアン

ケートを実施するものとする。なお、実習実施機関は、アンケートの配布及び回収を

行い、回収したアンケートを総務省に送付するものとする。 

 

14  実習の成果の公表 

実習生及び就労支援機関は、実習の成果を外部に公表する場合、事前に、総務省及

び実習実施機関の承認を受けなければならない。 

 

15 実習協力謝金 

総務省は、実習生に対し、実習協力謝金を支給する（別紙参照）。なお、交通費につ

いては、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和 25 年法律第 114 号）の規定に応じ、

別途支給する。食費、その他の諸経費については、支給しない。 

また、就労支援機関に対し、１日あたり 14,200 円の実習協力謝金を、上記７（２）

に基づいて提出させる実習・支援時間管理簿によって明らかにされた稼働実績に応じ

て支給する（20 日分を上限とし、１日の稼働時間が３時間未満の場合は半日分の 7,100

円を支給する。）。なお、交通費、食費、その他の諸経費については、支給しない。 

 

16 実習中の保険の加入 

  実習生又は就労支援機関は、傷害保険及び賠償責任保険に加入するものとする。 

 

17 その他 

実習の実施等に関して、疑義が生じた事項については、総務省、実習実施機関及び

就労支援機関において協議の上、決定するものとする。
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実習・支援時間管理簿（例） 

実習実施機

関担当者確

認欄

： ～ ：

月 日 曜日
実習実施機

関担当者確

認欄

実習実施機

関担当者確

認欄

実習実施機

関担当者確

認欄

実習実施機

関担当者確

認欄

月 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

火 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

水 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

木 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

金 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

土

日

月 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

火 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

水 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

木 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

金 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

土

日

月 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

火 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

水 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

木 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

金 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

事前支援（職務分析等）

月 日 曜日
実習実施機

関担当者確

認欄

実習実施機

関担当者確

認欄

実習実施機

関担当者確

認欄

実習実施機

関担当者確

認欄

： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

事後支援（講評等）

月 日 曜日
実習実施機

関担当者確

認欄

実習実施機

関担当者確

認欄

実習実施機

関担当者確

認欄

実習実施機

関担当者確

認欄

： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

（終了時刻） （開始時刻） （終了時刻）

（開始時刻） （終了時刻） （開始時刻） （終了時刻） （開始時刻） （終了時刻） （開始時刻） （終了時刻）

（開始時刻） （終了時刻） （開始時刻） （終了時刻） （開始時刻）

（開始時刻）

規定時間

（開始時刻） （終了時刻）

（支援担当者氏名）

（終了時刻）

（実習生氏名）

（開始時刻） （終了時刻） （開始時刻） （終了時刻）

氏名

（支援担当者氏名）

（開始時刻） （終了時刻）

（支援担当者氏名）

（実施機関名）

 



別添２－１ 
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職場体験実習に関する確認書（案） 

 

 

 

 環境省中国四国地方環境事務所と特定非営利活動法人 ○○（以下「法人」という。）は、環境

省中国四国地方環境事務所総務課における知的障害者の職場体験実習の実施に当たり、下記のと

おり確認書を締結する。 

 

記 

 

第１ 職場体験実習の実施に係る基本的役割等 

 １ 実習生等の受入れ 

   環境省中国四国地方環境事務所総務課は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの

期間（以下「実習期間」という。）に知的障害のある実習生１名を受け入れ、実習させること

とするとともに、円滑な実習の実施のため、支援担当者を最大○名まで受け入れる。実習期

間中、環境省中国四国地方環境事務所総務課は、実習生及び支援担当者（以下「実習生等」

という。）に対し必要な指導・助言を行う。 

 ２ 法人の指導 

   法人は、実習生等に対し、本確認書に定める事項を周知するとともに、円滑な実習を進め

るため必要な指導を行う。 

 ３ 環境省中国四国地方環境事務所と法人の連携 

   環境省中国四国地方環境事務所総務課と法人は、職場体験実習の実施に当たり、互いに連

携・協力する。 

 

第２ 実習時間、手当等の支給及び事故への対応等 

 １ 実習時間及び実習場所 

  （１）実習時間は、午前○時○分から午後○時○分まで（休憩時間１時間(12:00～13:00)を

含む。以下「定時」という。）とする。 

  （２）実習場所は、環境省中国四国地方環境事務所総務課（岡山市北区桑田町１８－２８明

治安田生命岡山桑田町ビル１階）とする。 

 ２ 手当等 

   環境省中国四国地方環境事務所は、実習中、実習生等に対し、通勤費、手当（日当）、食費

については支給しない。 

 ３ 実習中の事故等 

  （１）実習中の事故により実習生等が障害を負った場合は、実習生等が加入する災害傷害保

険及び同保険付帯賠償責任保険（以下「保険」という。）により補償する。保険の利用に

関する必要な手続は、法人が行うものとする。 

  （２）実習生等が環境省中国四国地方環境事務所又は第三者に損害を与えた場合は、法令に 

従って処理する。 

     なお、法人及び実習生等は、必要な賠償責任保険に加入し、保険の利用に関する必要

な手続は法人が行うものとする。 



別添２－１ 
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第３ 実習中における遵守事項等 

 １ 実習中の行動 

  （１）実習期間中、実習生等は国家公務員としての身分は保有しないが、公務員について公

務の信用を傷つけ、又は公務員全体の不名誉となるような行為が禁止されていること等

にかんがみ、これらに類する行為を行ってはならない。 

  （２）実習生等は、実習期間中、実習開始時刻までに環境省中国四国地方環境事務所総務課

に登庁し、実習に関して環境省中国四国地方環境事務所総務課の指示に従うとともに、

実習期間中は実習に専念する。 

 ２ 実習の欠務 

（１）欠務は正当な事由による場合以外には認めない。 

（２） 実習生等は、正当な事由により欠務する場合、事前に環境省中国四国地方環境事務所

総務課に申し出て、その指示に従うものとする。やむを得ず事前の申出ができない場合

は、事後において、速やかに環境省中国四国地方環境事務所総務課に連絡することとす

る。 

（３）正当な事由による場合であっても２日以上欠務した場合、環境省中国四国地方環境事

務所は実習を打ち切ることができるものとする。 

 ３ 秘密の保持 

  （１）実習生等は、実習中に知ることのできた秘密（国家公務員法（昭和 22 年法律第 120

号）第 100 条に定めるものをいう。以下同じ。）を部外者（法人を含む。）に漏らしては

ならない。実習終了後も同様とする。 

  （２）法人は、実習中及び実習終了後、実習生等が実習中に知ることのできた秘密を部外者

に漏らさぬよう指導・監督する。 

  （３）上記（１）及び（２）を約するため、実習生等は、別添の誓約書又は承諾書兼誓約書

に記名・捺印の上、環境省中国四国地方環境事務所総務課長あて提出する。 

 ４ 実習の打ち切り 

  （１）上記２（３）に該当する場合の外、環境省中国四国地方環境事務所総務課は実習生等

がこの確認書に従わない場合、その他実習を継続しがたい事由が生じた場合は、実習を

打ち切ることができる。 

  （２）環境省中国四国地方環境事務所総務課は、実習を打ち切った場合、速やかに法人へそ

の旨を通知する。 

 

第４ 協議 

     本確認書に定めがない事項、又は本確認書に疑義が生じた事項については、環境省中国四

国地方環境事務所と法人が協議の上、決定するものとする。 

 

 本確認書の締結を証するため、本書２通を作成し、環境省中国四国地方環境事務所長、法人が

記名・捺印の上、それぞれ１通を保管するものとする。 

 

 平成○年○月○日 
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         環境省 

中国四国地方環境事務所長 

           

 

         特定非営利活動法人○○ 理事長   

 



別添２－２ 
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誓約書（案） 

 

 

 

環境省 

中国四国地方環境事務所長 殿 

 

 

 

私○○○○は、平成 22 年○月○日から同年○月○日までの○日間、環境省中

国四国地方環境事務所において職場体験実習を行うに当たり、実習中知り得た

秘密（国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第 100 条に定めるものをいう。）

については、実習中及び実習終了後においても、何人に対しても漏らさぬこと

を誓約します。 

 

 

平成○年○月○日 

 

 

                     氏名          印 

 

 



別添２－３（「10 確認書の締結等」関係） 
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承諾書兼誓約書(案) 

 

 

環境省 

中国四国地方環境事務所長 殿 

 

 

 私○○○○は、環境省中国四国地方環境事務所と法人○○との間で締結され

た、「職場体験実習に関する確認書」のうち、私自身に係る事項について説明を

受けましたので、当該事項及び、平成 22 年○月○日から同年○月○日までの○

日間、環境省中国四国地方環境事務所において職場体験実習を行うことについ

て、承諾します。 

 

 また、職場体験実習を行うに当たり、実習中知り得た秘密（国家公務員法（昭

和 22 年法律第 120 号）第 100 条に定めるものをいう。）については、実習中及

び実習終了後においても、何人に対しても漏らさぬことを誓約します。 

 

 

平成○年○月○日 

 

                     氏名          印 

 

 

 

 



 

10 
 

 

地方機関における知的障害者の職場体験実習に係る実習生の実習協力謝金の額

について 

 

算定式 

（（121，600 円（行政職俸給表（二）１級１号俸）＋（121，600 円×地域手当の率）） × 

12 月）÷（7.75 時間×５日×52 週） 

 

級地の区分 地域手当の率 実習協力謝金の単価 

１級地 １００分の１８ ８５０円 

２級地 １００分の１５ ８３０円 

３級地 １００分の１２ ８１０円 

４級地 １００分の１０ ８００円 

５級地 １００分の６ ７７０円 

６級地 １００分の３ ７５０円 

その他の地域 

（地域手当が支給されない地域） 
― ７２０円 

（10円未満四捨五入）  

 

（注）１ 一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25 年法律第 95 号）第 11 条

の３第２項各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて算出 

  ２ 地域手当の支給される支給地域及び当該地域の級地は、人事院規則９

－49（地域手当）別表第１による 

３ 職場体験実習は雇用関係に基づく労働ではないが、実習実施省庁の

業務を行うことから、非常勤職員の給与との均衡を考慮し、上記の算

定式により単価を算定 

 

 

※岡山県は、6級地に該当 

 

 

別 紙 


